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告 示■

◎群馬県告示第１９７号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定する区域 吾妻郡東吾妻町大字岡崎字柏原９番２の一部、９番１１の一部、１０番２の一部、１０番１４

の一部、１９番２の一部、１９番４の一部、２３３番２の一部、２４９番２の一部、無地番の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン並びに水銀及びその化

合物

◎群馬県告示第１９８号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定する区域 渋川市金井字大野２８４３番３の一部、２８４３番４１の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類

(1) 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「規則」という。）第３１条第１項の基準に

適合していない特定有害物質の名称 六価クロム化合物並びにふっ素及びその化合物

(2) 規則第３１条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

◎群馬県告示第１９９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡みなかみ町粟沢字二叩甲４８１（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林保全課及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧に供する。
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◎群馬県告示第２００号

平成２８年度及び平成２９年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務

に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（平成２７年群馬県告

示第３２７号）の一部を次のように改正する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

５(1)中「以降随時」を「から平成２９年９月１５日（金）までとする。」に改める。

◎群馬県告示第２０１号

平成２８年度及び平成２９年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する

者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（平成２７年群馬県告示第３４８号）の一部を次のように改正する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

５(1)中「以降随時」を「から平成２９年９月１５日（金）までとする。」に改める。

◎群馬県告示第２０２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 前橋安中富岡 富岡市藤木字南澤７９１番の１地先から同市同字一本木 平成２９年６月２７日
線 ７２７番の５地先まで

◎群馬県告示第２０３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明
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道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 今泉館林線 館林市赤生田本町２６１４番の２地先 前 ９．６～１０．２ ４９．０
から同市上赤生田町３９０１番の１地
先まで 後 ６．５ ５２．０

◎群馬県告示第２０４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 今泉館林線 館林市赤生田本町２６１４番の２地先から同市上赤生田 平成２９年７月５日
町３９０１番の１地先まで

◎群馬県告示第２０５号

利根川水系碓氷川圏域河川整備計画を定めたので、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第６項の

規定により、告示する。

その関係図書は、群馬県県土整備部河川課、群馬県高崎土木事務所及び群馬県安中土木事務所に備え置き、閲覧

に供する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明
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災
害
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
二
号

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
災
害
対
策
本

部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
産
業
経
済
部
の
部
産
業
経
済
部
長
の
款
工
業
振
興
班
の
項
中

「

「

工
業
振
興
課
長

を

工
業
振
興
課
長

次
世
代
産
業
課
長

」

」
「
労

に
改
め
、
同
款
産
業
経
済
応
援
班
の
項
中
「
次
世
代
産
業
課
長
」
を
「
労
働
政
策
課
長
」
に
、

産

働
政
策
課
長

を
「
産
業
人
材
育
成
課
長
」
に
改
め
る
。

業
人
材
育
成
課
長
」

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
保
護
対
策
本
部
規
程

■

緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
二
号

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程
第
二
号

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号
及
び
平
成
十
八
年
群
馬
県
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
産
業
経
済
部
の
部
産
業
経
済
部
長
の
款
工
業
振
興
班
の
項
中

「

工
業
振
興
課
長

を
」

「

工
業
振
興
課
長

次
世
代
産
業
課
長

に
改
め
、
同
款
中

」

「

観
光
班

観
光
物
産
課
長

産
業
経
済
応
援
班

次
世
代
産
業
課
長

労
働
政
策
課
長

を

産
業
人
材
育
成
課
長

労
働
委
員
会
事
務
局
長

」

「

産
業
経
済
応
援
班

労
働
政
策
課
長

産
業
人
材
育
成
課
長

労
働
委
員
会
事
務
局
長

に
改
め
る
。

観
光
班

観
光
物
産
課
長

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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